
令和５年度第１回調布市景観審議会

都市整備部都市計画課開発景観係
令和５年１０月１１日(水)

資料１
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景観計画の運用状況について①



景観法に基づく届出状況（令和４年度）

地域区分 新築 増築
色彩
変更

その他
（修繕等）

開発
行為

工作物 小計（件）

深大寺通り周辺
景観形成重点地区

１ １

国分寺崖線
景観形成重点地区

１ ８ ５ 14

水の景観形成推進地区 1 1

道の景観形成推進地区 1 1

駅の景観形成推進地区 １ １

農の景観形成推進地区

一般地域 ６ １ 1 １ ９

合 計（件） ９ １ １ 10 ５ １ 27
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景観法に基づく届出状況（令和５年４月～９月）
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地域区分 新築 増築
色彩
変更

その他
（修繕等）

開発
行為

工作物 小計（件）

深大寺通り周辺
景観形成重点地区

国分寺崖線
景観形成重点地区

１ 2 2 ５

水の景観形成推進地区

道の景観形成推進地区 ３ 1 1 ５

駅の景観形成推進地区 1 1 2

農の景観形成推進地区

一般地域 1 1 ２ １ ５

合 計（件） ４ 2 3 ５ 2 １ 1７
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○届出制度による景観形成の状況／届出数の推移／年度別

建築物
開発
行為

工作
物

土石
の
堆積

計

新築 増築
色彩
変更

その他

H26 15 3 6 0 4 0 2 30

H27 16 3 10 1 7 2 0 39

H28 11 1 13 6 12 3 0 46

H29 11 3 8 3 6 2 0 33

H30 16 1 16 6 4 0 0 43

H31/R01 9 2 4 8 3 0 0 26

R02 12 2 0 8 4 1 0 27

R03 8 2 0 10 4 0 0 24

R04 9 1 1 10 5 1 0 27

計 107 18 58 52 49 9 2 295

景観法に基づく届出状況（平成26年度～令和4年度）



令和４年度の市民検討会の活動
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10月28日

各駅の魅力や方向性をまとめよう！
検討会委員が昨年度発見した魅力を
もとに，９駅の魅力や方向性につい
て話し合う。

第１回

1月13日

「中心拠点のまちなみ」について考えよう！
来街者など、外からの視点を通じて，中心
となる拠点周辺のまちなみなどについて話
し合う。

第２回

３月17日

「中心拠点のまちなみ」とは！

中心拠点周辺のまちなみに「残すもの」，

「創るもの」について話し合います。

第３回



令和４年度 ちょうふ景観だより（５８号～６０号）
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市内駅のあらたな『魅力』第58号

『中心拠点のまちなみ』とは第59号

活かしていく風景
新たに必要な風景

第60号
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「駅の景観」の冊子をまとめよう！
これまで検討会委員が発見し，検討してきた「駅の景観」
についてとりまとめ，冊子を作成しよう。

令和５年１０月～１２月に開催予定

テーマ１

「調布市の今後の景観まちづくり」について考えよう！

景観計画の見直しに向けて，今後の景観まちづくりにつ
いて話し合います。

令和６年２月開催予定

テーマ２

令和５年度の市民検討会の活動
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景観計画の見直しに向けて②
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景観計画の改定に向けて／見直しの背景・目的

○景観計画策定（平成26年2月）後９年が経過し，運用における課
題点の整理

○現行計画での見直しの視点において示している，社会経済情勢の
変化や関連計画の改定等にあわせ，見直しの必要性への検証

○京王線の地下化，駅前広場，都市計画道路の整備などの駅周辺の
整備の進展や，駅やその周辺の利用者の状況の変化に合わせて，
景観形成の考え方を改めて整理

○都市計画マスタープラン（令和５年８月策定）による各駅の拠点
の位置づけの変更や中心市街地の新たなまちづくりへの対応

○夜間景観，デジタルサイネージ看板等の設置や、新たな賑わい創
出のツールとなるプロジェクションマッピングの活用などに伴う
景観コントロールの必要性の可否

見直しの背景・目的
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景観計画の改定に向けて／現行計画の位置づけ
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景観計画の改定に向けて／検討イメージ

令和５年度 令和６年度 令和７年度

景観計画の
評価検証

見直し事項
の確認

見直し事項
の検討

改定景観計
画の検討

市民ニーズ
の把握

関係機関と
の調整

景観審議会

中間まとめ 素案 策定

パブコメ

見直し事項の検討 見直し事項の調整
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景観計画の改定に向けて／検討フロー

１．現況と関連情報
の整理把握

・まちづくりの動向や
関連計画等の整理

①関連計画の整理

②まちづくりの動向

２．現行計画の検証

・現行計画の進捗状況の確認・
評価，今後の見直しの方向性
の見定めの整理

①これまでの取組と課題

②市民ニーズの把握

３．計画見直しの方向性の検討

・現行計画の状況や今後の見通し，新たな課題等への対応を
含め，今後の計画の見直しに向けた方向性の設定

５．パブリックコメント

６．景観計画の改定

４．現行計画の見直し案の作成

・見直しの方向性を踏まえた見直し案の検討

令
和
５
年
度

・景観審議会
・東京都協議
・市民検討会

・景観審議会
・都市計画審議会
・東京都協議
・市民検討会
・アンケート
・ヒアリング
・関係者対応
・庁内調整

令
和
６
・
７
年
度
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関連計画の整理／景観法

○景観法の運用指針の改正点（令和４年３月２８日）一部抜粋

景観法の運用指針 改正点／一部抜粋

良好な景観の形成のための
行為の制限に関する事項
・届出対象行為
・景観形成基準

・特に重点地区においては，届出対象とする規模や高さ等を
より小さなものとすることや，令第4条各号に掲げる行為を
届出対象行為として追加すること等により，質の高い景観ま
ちづくりを推進するためのきめ細かな規制誘導を講じること
が望ましい。

・例えば，景観計画区域内において，質の高い景観まちづく
りを目指すための地区として重点地区を定めた場合には，規
制誘導を積極的に図るため，個々の通りや地域の特性に応じ
たきめ細かな景観形成基準を設定すること等が望ましい。

景観計画の区域設定

・地区ごとの特性に着目して区域の区分を行う場合には，例
えば，地域の拠り所や顔となるような，質の高い景観形成に
重点的に取り組む地区（以下「重点地区」という。）を定め，
届出対象行為や景観形成基準をその地区に特化したきめ細か
なものに設定し，規制誘導を積極的に推進することが考えら
れる。

関連行政との連携
・林立する電柱や空中に張り巡らされた電線は，良好な景観
を阻害する大きな要因の一つであるため，無電柱化担当部局
との連携により，積極的に無電柱化を図るべきである。
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関連計画の整理／東京都景観計画

○東京都景観計画／追加事項・夜間景観の関する方針
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関連計画の整理／東京都

○プロジェクションマッピングの表示等に関するガイドライン

作成主体 東京都都市整備局

施行日 令和２年７月1日

策定の背景

・近年，建物等に光を投影する「プロジェクションマッピング」は技術的進展が
めざましく，世界の様々な都市において盛んに行われています。まちの活性化や
東京の魅力向上につながることも期待されることから，都においても国のガイド
ライン等を参考に検討を進め，東京都屋外広告物条例を改正するとともに，プロ
ジェクションマッピングの取扱いを定めたガイドラインを作成。
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関連計画の整理／調布市

○調布市総合計画［令和５年度～令和８年度（前期）令和９年度～令和１２年度（後期）］

まちづくりの
基本理念

個の尊重 共生の充実 自治の発展

まちの将来像 ともに生き ともに創る 彩りのまち調布



18

関連計画の整理／調布市

○調布市都市計画マスタープラン（令和５年８月）

主な項目 まちづくりの目標，まちづくりの基本方針，地域別の整備方針，実現に向けて等

根拠法令 都市計画法第１８条の２

計画期間 令和５（２０２３）年度から令和２４（２０４２）年度までの２０年間

まちづくり
の理念

①“ほっとする”まちをつくる

②自然との共生を意識してまちをつくる

③脱炭素・循環型のまちをつくる

④人がつなぐ，つながりあうまちをつくる

⑤住み続けられるまちをつくる

将来都市像 住み続けたい緑につつまれるまち調布

計画期間

１．だれもが安全・安心・快適に暮らせるまち

２．豊かな自然環境と調和したうるおいのあるまち

３．多くの人が訪れるにぎわい・活力あふれるまち

４．ゆとりある都市空間の形成



19

関連計画の整理／調布市

○調布市都市計画マスタープラン／中心市街地及び拠点における方向性

○旧都市マス／都市構造図 ○都市マス／都市構造図

各駅の位置付け
「商業・業務の拠点」「商業の拠点」

各駅の位置付け
「中心の拠点」「地域の拠点」
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関連計画の整理／調布市

○調布市都市計画マスタープラン／中心市街地及び拠点における方向性

中心市街地
の

まちづくり

〇多様な都市機能の集積

・調布駅，布田駅，国領駅周辺は，中心市街地にふさわしい，魅力的で多様な都市
機能の誘導を図る区域として，その立地特性を活かした土地の有効活用・高度利
用を図り，多様な都市機能を集積していくことが求められます。

〇回遊性，滞在性の向上

・市内外の多様な人々が中心市街地を訪れ，地域経済波及効果を生むためには，部
分的な集積だけでなく，面的な広がりが重要です。そのため，歩行者を中心とし
た動線の在り方や周辺商業地との連続性に考慮しつつ，回遊性や滞在性を高めて
いくことが求められます。

中心拠点
・行政，商業，業務，文化，医療等の重要な機能が集積し，市政や市民生活の中
心となる場所であり，鉄道乗車人員が特に多い駅周辺を「中心拠点」とします。

地域拠点
・個性ある多様な都市機能や，生活に密着した商業等の機能が集積する，地域の核
となる中心拠点以外の各駅周辺を「地域拠点」とします。

歴史的・
文化的資源
を活かした
景観形成

・旧甲州街道などの歴史や業務・商業・文化・コミュニティなどの集積を活かし，
まちの中心地にふさわしい市街地の形成を図ります。
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関連計画の整理／調布市

○調布市都市計画マスタープラン／分野別方針／景観分野

景観関連方針図
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関連計画の整理／調布市

○調布市都市計画マスタープラン／分野別方針／景観分野

まちづくりの基本方針／景観分野

方針①武蔵野の限りある水と緑の環境を積極的に守り育て，調布らしさを発揮します。

方針②都市景観に配慮しつつ，子どもから大人までうるおいとやすらぎを感じられる景観形成を図ります。

方針③市民や事業者との連携による景観形成を図ります。

実現に向けた施策（一部抜粋）／景観分野

●武蔵野の面影が残る豊かな自然と田園風景などの落ち着いた地域の景観を保全していきます。

●深大寺通り沿い・国分寺崖線沿いの開発や計画を適切に誘導し，崖線の自然景観と周辺住宅との調和を図ります。

●地域の歴史性と武蔵野の森にふさわしい良好な景観形成を図ります。

●深大寺周辺地域の街なみ景観の維持，向上を図るため，地域との連携により，調布市深大寺地区街なみ整備基本
計画に基づく街なみ環境整備事業を推進します。

●届出制度等の活用により，建築物の意匠等について，周辺地域と調和するように規制・誘導していきます。

●良好な街なみ景観を形成するため，連続立体交差事業による京王線地下化後の鉄道敷地や駅前広場等の公共空間
の整備による緑の創出と都市空間の向上を図ります。

●魅力ある景観整備と豊かな地域資源のネットワーク化により，回遊性・滞在性の向上を図ります。

●市内９駅それぞれの特性に応じた景観形成の方針を定め，誘導を図ります。

●敷地内はできる限り緑化を図り，周辺の緑と連動させます。また，緑化に当たっては樹種の選定に配慮し，周辺

の景観との調和を図ります。



深大寺・神代植物公園
周辺

・豊かな自然環境と歴史・文化の趣が織り成す深大寺地区の街並み
を地区の住民とともに守り継承していくための街なみ景観づくり
の推進

下布田遺跡整備の推進

・農の里の一つである染地・布田地域については，史跡下布田遺跡
が所在しており，貴重な歴史資源とともに，武蔵野の原風景とし
て後世に受け継いでいくため，周辺の都市農地や布田崖線縁辺の
緑と一体となった保全・活用に向けた取組
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まちづくりの動向／市内の主なまちづくりの動向

○調布市内の主なまちづくりの動向 ～都市計画マスタープラン等より抜粋～

京王線連続立体交差事業
（調布～布田～国領間）

・京王線の柴崎駅～西調布駅間の約2.8ｋｍと，相模原線の調布駅～
京王多摩川駅間の約0.9ｋｍの鉄道の地下化事業

中心市街地のまちづくり
・京王線連続立体交差事業にあわせて，中心市街地に位置づけられ
た，調布駅，布田駅，国領駅の駅及び駅周辺のまちづくり

京王多摩川駅周辺地区
まちづくり計画

・京王多摩川駅周辺の土地利用の変更に伴い周辺を含めたまちづく
り

つつじヶ丘駅・柴崎駅
周辺のまちづくり

・つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺における開かずの踏切の解消に向け，
当該区間における連続立体交差事業を見据えた取組の検討
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○届出制度による景観形成の状況／届出数の推移／年度別

建築物
開発
行為

工作
物

土石
の
堆積

計

新築 増築
色彩
変更

その他

H26 15 3 6 0 4 0 2 30

H27 16 3 10 1 7 2 0 39

H28 11 1 13 6 12 3 0 46

H29 11 3 8 3 6 2 0 33

H30 16 1 16 6 4 0 0 43

H31/R01 9 2 4 8 3 0 0 26

R02 12 2 0 8 3 2 0 27

R03 8 2 0 10 4 0 0 24

R04 9 1 1 10 5 1 0 27

計 107 18 58 52 48 10 2 295

景観法に基づく届出状況 （平成26年度～令和4年度）
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地域区分 新築 増築
色彩
変更

その他
（修繕
等）

開発
行為

工作物
土石の
堆積

小計（件）

深大寺通り周辺
景観形成重点地区

10 4 4 18

国分寺崖線
景観形成重点地区

28 8 11 15 45 6 2 115

水の景観形成推進地区 4 2 7 13

道の景観形成推進地区 25 2 8 10 1 46

駅の景観形成推進地区 17 2 11 2 1 1 34

農の景観形成推進地区 1 1 2 1 1 6

一般地域 22 5 20 13 2 1 63

合 計（件） 107 18 58 52 48 10 2 295

景観法に基づく届出状況 （平成26年度～令和4年度）
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○届出制度による景観形成の状況／届出件数（H26-R4）

「道」の景観形成推進地区の届出件数（内訳）

景観法に基づく届出状況 （「道」の景観形成推進地区）

道路名 件数 用途 件数 内容 件数

甲州街道 20 店舗併用住宅 3 新設 25

旧甲州街道 10 店舗 8 増築 2

品川通り 8 マンション 23 色彩変更 8

鶴川街道 3 その他 12 その他 10

武蔵境通り 3 小計 46 開発行為・工作物 1

三鷹通り 2 小計 46

小計 46
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○届出制度による景観形成の状況／届出件数（H26-R4）

「駅」の景観形成推進地区の届出件数（内訳）

景観法に基づく届出状況 （「駅」の景観形成推進地区）

道路名 件数 用途 件数 内容 件数

調布駅 24 店舗併用住宅 6 新設 17

国領駅 4 店舗 16 増築 2

仙川駅 3 マンション 8 色彩変更 11

つつじヶ丘駅 2 その他 4 その他 2

京王多摩川駅 1 小計 34 開発行為・工作物 2

小計 34 小計 34
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事前協議の推移

○届出制度による景観形成の状況／事前協議の推移／年度別

事前協議 届出
件数
計有り 無し

H26 30 (100%) 0 (0%) 30

H27 19 (48.7%) 20 (51.3%) 39

H28 27 (58.7%) 19 (41.3%) 46

H29 18 (54.5%) 15 (45.5%) 33

H30 11 (25.6%) 32 (74.4%) 43

H31/R01 11 (42.3%) 15 (57.7%) 26

R02 17 (63.0%) 10 (37.0%) 27

R03 11 (45.8%) 13 (54.2%) 24

R04 14 (51.9%) 13 (48.1%) 27

計 159 (53.6%) 137 (46.4%) 295
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アドバイザー制度の活用

○景観アドバイザー制度の活用／年度別

景観
学習

ガイド
ライン

景観
相談

計

H26 1 4 3 8

H27 5 1 11 17

H28 9 3 9 21

H29 10 0 13 23

H30 5 0 5 10

H31/R01 10 0 2 12

R02 2 0 7 9

R03 0 0 4 4

R04 3 0 6 9

計 45 8 60 113
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アドバイザー制度の活用

○景観アドバイザー制度の活用／年度別／景観相談の内訳／案件数

景観相談の内訳（内容）
案件数
計

景観相談
実施回数
/計

都市
景観

造園
屋外
広告

色彩

H26 2 0 0 1 3 3

H27 6 0 0 5 11 11

H28 6 0 0 6 12 9

H29 10 0 0 23 33 13

H30 0 0 0 20 20 5

H31/R01 0 0 0 6 6 2

R02 3 0 5 20 28 7

R03 0 0 0 9 9 4

R04 0 0 1 13 14 6

計 27 0 6 103 136 60
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景観学習「景観まちづくり市民検討会」

○景観まちづくり市民検討会の取組／H27-R4

年度 テーマ 主な内容
実施
回数

参加人数
（延べ）

H27 屋外広告物
・市内で良いと思う屋外広告物の写真を撮影し，意
見交換を行い，「調布市景観まちづくりビジョ
ン」を作成

3回 64人

H28
身近な

景観づくり

・市内で良いと思う身近な景観を撮影し，それらを
取りまとめた冊子「調(しらべ)-私たちが見つけた
身近なステキ景観-」を作成

5回 86人

H29 深大寺・
国分寺崖線

・景観形成重点地区である「深大寺・国分寺崖線」
を対象に景観の基礎知識や地域の景観まちづくり
の取り組み，景観の見かたや伝え方について学び，
「調布の景観～深大寺・国分寺崖線編」を作成

5回 93人

H30 7回 94人

H31/R01

駅の景観／
市内9駅
周辺

「駅」の景観形成推進地区である市内９駅を対象に
景観の基礎知識や駅周辺の景観まちづくりの取り
組み，景観の見かたや伝え方について学び，市内
９駅の周辺景観の景観まちづくりにおける方向性
やキーワード等を整理

4回 141人

R02 1回 31人

R03 3回 60人

R04 3回 24人

計 31回 593人
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景観形成ガイドライン

○景観まちづくりの取組実績／景観形成ガイドライン等の作成

届出の手引き
平成26年2月

景観形成基準
の解説

平成26年2月

色彩編
平成27年3月

屋外広告物編
平成29年3月

身近な
景観づくり編
平成31年3月

緑の
景観づくり
国分寺崖線編
令和2年3月

調布市景観計画
届出の手引き

平成26年2月
調布市

景観計画では方向性等を示しているケースも多く，実際に行う行為等ではわかりづ
らい内容もあることから，良好な景観形成を図る上で必要となる考え方や配慮すべ
き事項，また，工夫の例などをまとめた，景観計画を推進するための指針となる６
つのガイドライン等を作成しています。



市民検討会のとりまとめ冊子の作成

とりまとめ冊子

『調布の景観』

-深大寺・国分寺崖線編-

●第２期市民検討会で勉強・意

見交換した内容をもとに，

深大寺・国分寺崖線の景観の

特徴，景観の見かたを冊子に

とりまとめ

33
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小学校区別の景観まちづくり

○協働のまちづくり／小学校区別の景観まちづくり（案）

景観特性

主な景観資源

景観まちづくりの方針（案）

調布市では，身近な景観に対する愛着を高め，地域の魅力を生かした取組を積極的
に進めていていくため，市民が認識し各種活動に取り組みやすいコミュニティ単位
である小学校区（身近な景観づくりに取り組むエリア）で景観計画区域を分割し，
それぞれのエリアに対する景観まちづくりの方針(案)等を示しています。



社会科，総合学習の授業において，
深大寺の景観について学習する。

『わたしたちの調布』

対象：市民

景観形成重点地区である，深大寺通り
周辺の景観について学習する。

展開（案）

景観計画で定めている，地区ごとに検討

深大寺編

〇国分寺崖線 景観形成重点地区

〇景観形成推進地区

「水」→「道」→「駅」→「農」

→

⇒該当する地域の小学校の授業において，

それぞれの地区の景観について学習する。

対象：小学3・4年生

社会科副読本の中に景観
学習を取り入れる

目

標

景観に関する
基礎知識をは
じめ，地区特
性を読み解く
ための教材作
成を目指す。

『景観学習』の検討（イメージ）

35
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○景観学習と大学連携

年月 対象 主な内容

景
観
学
習

平成27年１月
平成28年2月

杉森小学校
小学校５年生
総合学習授業

・４クラス合同の総合学習時間において，「子供た
ちが考える調布の未来図」「あなたが調布を変える
日」というテーマで，調布のまちづくりについて，
各クラスの代表グループが発表

平成29年2月
桐朋女子中学校
・高等学校

・桐朋女子中学校・高等学校で景観学習の一環とし
て，早稲田大学院生が制作した調布の景観に関する
映像作品の上映会の実施と意見交換会

平成29年度～
令和2年度

調布市教育委員会
「校長会」

「社会科部会」

・調布市教育委員会「校長会」「社会科部会」に対
して景観学習の活動について説明し，小学校第３・
４学年で使用する「わたしたちの調布」社会科副読
本の改定作業に協力

平成30年4月
深大寺小学校

３年生（３クラス）

・小学校３年生の地域を学習する社会科と，総合学
習のコラボ授業を実施。どのクラスでも積極的に手
をあげて質問や回答する子供たちの姿が見られた。

大
学
連
携

平成27年度～
令和4年度

＜継続予定＞

早稲田大学
（H27-H30）
慶應義塾大学
（H31-R4）

・調布市景観アドバイザーである石川氏が所属する
大学と連携し，市民検討会でのテーマを学生ならで
はの視点で整理したものを，市民検討会にフィード
バックしてもらい，意見交換を実施

景観学習と大学連携
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ちょうふ景観だより

○景観まちづくりの取組実績／ちょうふ景観だよりの発行

平成23年度～令和４年度の１２年間で計60号を発行

市民の参加と協働による景観まちづくりの取組として，「景観まちづくり市民検討
会」を設置し，その活動内容をはじめ景観に対する考え方や見かた，市の景観活動
等を市民の皆さんにお知らせするため「ちょうふ景観だより」を発行しています。
（各号250～300部を発行）

◆ちょうふ景観だより（左から創刊号，第10号，第38号，第57号）
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景観協定の締結

○景観協定の締結／市内で２件

「緑ケ丘二丁目地区」景観協定
認可日 ：平成28年3月16日
有効期間：認可日より10年間

入間町地区「“プラウドシーズン
成城学園前 庭園の街”」景観協定
認可日 ：平成29年10月5日
有効期間：認可日より10年間
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市民ニーズの把握

○調布市市民意識調査／景観関連／H26-R4


